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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 

決算年月 2015年９月 2016年９月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 

売上高 (千円) 4,379,895 4,020,668 4,219,402 3,878,810 3,136,083 

経常利益又は経常損失(△) (千円) 79,935 △56,440 80,290 △68,861 55,209 

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 50,307 △81,983 51,883 △99,024 34,369 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － － 

資本金 (千円) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

発行済株式総数 (株) 14,436,600 14,436,600 14,436,600 14,436,600 14,436,600 

純資産額 (千円) 1,312,227 1,189,159 1,226,811 1,092,357 1,126,675 

総資産額 (千円) 1,693,336 1,563,669 1,810,437 1,542,544 1,520,319 

１株当たり純資産額 (円) 92.30 83.99 86.65 77.16 79.58 

１株当たり配当額 
(円) 

2.5 1.0 2.5 － － 

(内１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり当期純損失金額(△) 
(円) 3.54 △5.78 3.66 △6.99 2.43 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 77.5 76.0 67.8 70.8 74.1 

自己資本利益率 (％) 3.8 － 4.3 － 3.1 

株価収益率 (倍) 33.9 － 39.6 － 45.7 

配当性向 (％) 70.6 － 68.3 － － 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
(千円) 13,207 △96,639 265,398 △103,175 △61,350 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー 
(千円) △35,966 △4,456 4,233 △15,216 11,104 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
(千円) △49,254 △40,838 △14,110 △34,986 96,601 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 470,782 328,838 584,365 430,987 477,340 

従業員数 
(名) 

20 17 17 16 17 

(外、平均臨時雇用者数) (200) (193) (184) (190) (147) 

株主総利回り (％) 72.5 51.8 89.3 68.0 69.2 

（比較指標：配当込みTOPIX） (％) (108.4) (103.9) (134.3) (148.9) (133.5) 

最高株価 (円) 187 138 194 182 140 

最低株価 (円) 108 75 82 100 73 

(注)１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．第29期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第二部指定の記念配当1.0円を含んでおります。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第29期、第31期及び第33期においては潜在株式が存在し

ないため、第30期及び第32期においては１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。
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６．第30期及び第32期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

７．第30期及び第32期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

８．第30期及び第32期の配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

９．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。 
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２【沿革】

年月 事項

1987年１月 現代表取締役樽見茂が埼玉県越谷市弥栄町において、有限会社篠崎屋食品(資本金3,000千円)を

設立し、スーパーマーケットへの卸売を開始

1988年１月 春日部工場を埼玉県春日部市赤沼に新設

1989年10月 天然にがりを用いた絹ごし豆腐を製造開始

1995年10月 株式会社篠崎屋に商号及び組織変更(資本金10,000千円)

本社を埼玉県春日部市赤沼へ移転

1997年９月 庄和工場を埼玉県春日部市芦橋に新設

1999年８月 小売店「三代目茂蔵工場直売所」第１号店(春日部工場前店)を埼玉県春日部市に出店

2000年８月 小売店「三代目茂蔵工場直売所」FC第１号店(藤塚店)を埼玉県春日部市に出店

2000年10月 有限会社篠崎屋豆腐販売の営業の全てを営業譲受

外食店「三代目茂蔵」直営第１号店(せんげん台店)を埼玉県越谷市に出店

2001年３月 外食店「三代目茂蔵」FC第１号店(朝霞店)を埼玉県朝霞市に出店

2002年６月 本社機構を埼玉県越谷市千間台西第一千間台ビル（現 本社ビル）に移転

2003年８月 松伏工場を埼玉県北葛飾郡松伏町に新設

2003年10月 梅田工場を埼玉県春日部市に新設

2003年11月 東京証券取引所マザーズ市場に上場

2004年12月 業務用食材の卸売事業を展開する株式会社ミズホを子会社化

2005年１月 当社FCオーナーに対する金融サービスを提供するため、有限会社ラッキー・ドリームを子会社化

（2005年４月に株式会社ドリーム・キャピタルへ改組）

2005年３月 小山工場を栃木県小山市に新設

春日部工場を小山工場に統合のため閉鎖

梅田工場及び庄和工場を小山工場に統合のため休止

2005年４月 乾麺等食材の製造販売事業を展開する白石興産株式会社を関連会社化

2005年８月 中華レストランを展開する株式会社大秦を関連会社化

2005年10月 アイスクリームの製造販売事業を展開する株式会社ドナテロウズジャパンを子会社化

茨城県常総市に所在する、豆腐等を生産する水海道工場を株式会社天狗より取得

  シュウマイ・ギョーザ等中華惣菜の製造販売事業を展開する楽陽食品株式会社を子会社化

  株式会社大秦の株式を追加取得し子会社化

2005年12月 昆布巻・煮豆等の製造販売事業を展開する株式会社サッポロ巻本舗を子会社化

2006年２月 群馬県甘楽郡下仁田町に所在する、こんにゃく等を生産する下仁田工場を株式会社天狗より取得

2007年１月 株式会社ドリーム・キャピタルの全株式を売却したため、連結の範囲から除外

2007年３月 松伏工場を水海道工場に統合のため閉鎖

茨城県かすみがうら市に所在する、豆腐等を生産するかすみがうら工場を飯村商事株式会社より

取得

2007年５月 株式会社ドナテロウズジャパンが第三者割当による増資を実施し、持株比率が変動したため、連

結の範囲から除外

2007年10月 株式会社大秦の全株式を売却したため、連結の範囲から除外

2008年６月 白石興産株式会社の全株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外

2008年12月 楽陽食品株式会社の全株式を売却したため、連結の範囲から除外

  株式会社ミズホ及び株式会社サッポロ巻本舗の全株式を売却したため、持分法の適用範囲から除

外

2009年２月 下仁田工場を休止

  かすみがうら工場を水海道工場及び小山工場に統合のため休止

2011年10月 水海道工場及び小山工場の２工場における生産を全て外部の協力企業に委託

2015年２月 東京証券取引所市場第二部に市場変更 
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３【事業の内容】

 当社は、主に豆腐・豆乳等大豆加工食品及び関連商品の企画・開発・販売、小売加盟店に対する販売指導等を中心

とした豆腐版SPAを行っております。

 なお、次の２部門は「第５  経理の状況  １  財務諸表等  (1) 財務諸表  注記事項」に掲げるセグメントの区分

と同一であります。

(1) 小売事業

 店舗名「三代目茂蔵」の直営店による小売事業を行っております。2019年９月30日現在、45店舗を展開しており

ます。

 

(2) その他事業

 店舗名「三代目茂蔵」の加盟店への卸売事業及び販売指導等、業務用得意先への卸売事業並びに通販事業を行っ

ております。

 

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。

 

 

４【関係会社の状況】

 該当事項はありません。
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５【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

        (2019年９月30日現在) 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

17 （147） 40.6 9.9 4,418 

 

セグメントの名称 従業員数（人） 

小売事業 8 (145) 

その他事業 － (－) 

報告セグメント計 8 (145) 

全社（共通） 9 (2) 

合計 17 (147) 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）は（ ）内に１人１日８時間換算による年間の

平均人員を外書きで記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 経営方針及び対処すべき課題

 当社は、「１．全ての事に感謝します。２．全ての事に正直でいます。３．全ての事にあきらめず挑戦します。

４．全ての事を大切にします。５．全ての事のルールを守ります。」を全従業員の行動規範とし、経営理念・経営方

針として「よりいいものをより安く」提供することを通じて、全ての人の生きていくための糧となり、全ての人の健

康と幸せに貢献することを使命とし、常に消費者としての感覚を忘れず、消費者にとって価値のある商品づくり、人

づくり、店づくりを目指しております。また、持続的・安定的な成長を図ることを経営の重要課題であると認識し、

着実に推し進めるべく、以下の課題に取り組んでおります。 

 

① 収益力向上 

 当社は、製造小売（豆腐版SPA）事業に全ての経営資源を集中し、事業拡大を推進しております。「三代目茂

蔵」のブランド力を高め、消費者に支持されるべく当社オリジナルの新商品開発や既存商品のリニューアルを積極

的に行うとともに、販売力の強化として、既存店舗のリニューアル改装や新規店舗の出店及び新規業態開発を行

い、当社の持続的・安定的な成長を図ってまいります。

 

② 人材の確保・育成

 当社の持続的・安定的な成長を実現させるためには、必要な人材を十分に確保し、育成していくことが、重要な

課題であると認識しております。多様な働き方を推奨し、適正な評価を行うことで優秀な人材を確保し、従業員の

教育・能力の開発に積極的に取り組んでまいります。

 

③ コンプライアンス体制の強化

 当社は社会的責任を果たすべく、また、当業界を取り巻く消費者の安全・安心志向がより高まる中、全社的にコ

ンプライアンス体制を整備強化していくことが、注力すべき課題と考えております。そのために単なる整備強化に

止まらず、ひとりひとりの意識をより高め、社会的責任を果たせるコンプライアンス体制を確立してまいります。 

 

(2) 経営環境及び経営戦略等 

 食品業界におきましては、原料価格の変動や労働力不足にともなう人件費の上昇、また、2019年10月１日からの消

費税率の改定により、消費者の節約志向がさらに強まることも見込まれており、業界の先行きは不透明感が強まって

います。 

 このような状況のなか、当社の経営戦略の根幹である、「よりいいものをより安く」消費者に提供し続けることに

より、強固な収益基盤と成長を実現していくため、①消費者に価値を感じて頂きながら適正な利益を確保するための

販売チャネル（製造小売モデル）を拡大すること、②消費者のニーズに合った、またニーズを喚起出来る商品をたゆ

まなく開発していくこと、以上を中長期的な経営戦略における主要テーマとして注力し、小売事業による販売チャネ

ルを一層拡大することで、より幅広い購買者層に当社ブランドの認知度を向上させ、収益基盤をより強固なものと

し、持続的な成長を実現し企業価値向上を図ってまいります。 

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 当社は、拡大成長が見込まれる小売事業に経営資源を集中させることで収益の最大化に向けて邁進しており、持続

的・安定的な経営を実現させるため、重要な経営指標として本業の儲けに対してその効率性を示す売上高営業利益率

を重視し５％以上を目標としております。
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２【事業等のリスク】

 以下において、当社の経営成績、今後の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場

合の対応に努める方針であります。

 なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在（2019年12月19日）において当社が判断したもので

あります。

 

(1) 今後の事業戦略及び出店施策

 当社は、お客様に「よりいいものをより安く」提供し、高品質な商品を適正価格で販売するという設立以来の事業

方針に基づき、今後も全社において小売事業を積極的に進めてまいりますが、既存業態及び新規業態の条件に見合う

物件がない場合には出店は行わないため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2) 消費者の嗜好の変化について

 当社が取扱う商品は、消費者の嗜好の変化による影響を受けやすく、特に食料品の分野においては消費者の嗜好の

変化のスピードが早まっており、消費者の需要動向にあった商品開発が行われなかった場合、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

(3) 債権管理について

 当社は、取引先や小売加盟店に対しての売上債権や売上金の保全に努めますが、当該取引先又は小売加盟店が経営

不振等に陥った場合、当該取引先や小売加盟店から売上債権や売上金が回収できない場合が想定されます。また、直

営店舗につきましては敷金・保証金等の保全に努めますが、当該店舗賃貸者等が経営不振に陥った場合、敷金・保証

金等の回収ができない場合が想定され、それらの結果、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(4) 特定の取引先への依存度について 

 当社は、年間仕入総額の38.1％を株式会社ハギワラから仕入れております。株式会社ハギワラは、主要な協力工場

のひとつであり、当社の２工場における生産を全て委託しております。

 今後、同社との売買条件が変更になった場合、同社との契約更新が円滑に進まなかった場合等、何らかの理由で同

社からの仕入につき支障が生じた場合には、当社の店舗運営や業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(5) 当社の管理体制について 

 当社が今後業容を拡大していく際、併せて内部管理体制も強化・充実させていく必要があります。しかし、当社の

事業の拡大や人員の増強に対して、適切かつ十分な組織的対応ができるか否かは不透明であり、その結果、当社の事

業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 原材料価格の高騰に関するリスク

 当社商品の主要原材料は、大豆などの農産物であり、また包材については石油製品を使用しており、その価格は市

場の状況により変動いたします。今後、異常気象や原油価格の高騰等、予測困難な問題により原材料価格が上昇した

場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 食品衛生の安全管理について

 当社の事業の多くは、「食品衛生法」の規制を受けており、監督官庁より営業許可を取得しております。当社で

は、食品販売における衛生管理の重要性に鑑み、法定の食品衛生検査をはじめ、食品衛生責任者の設置、害虫駆除の

定期的実施等により、安全な商品を顧客に提供するため衛生管理を徹底しております。

 しかしながら、食中毒等の衛生問題が発生した場合、当社において損害賠償の請求を受けたり、商品回収による損

失や費用の発生及び当社のブランドイメージ低下による売上の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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(8) 災害等の発生による影響について 

 当社は事業の特性上、売上高の基となる顧客数が天候及び気温に左右される傾向にあります。従って猛暑・厳冬等

の異常気象が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 また、当社は、関東地方を中心に事業を展開しており、地震・洪水等の自然災害の発生による被害を被る可能性が

あり、その被害の程度によっては、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。加えて、取引先の工

場・倉庫・輸送手段等が被災し、商品供給が影響を受ける可能性があり、その被災の程度によっては、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 労務関連のリスク

 当社は、多くのパートタイム従業員が業務に従事しておりますが、今後の人口態様の変化により、適正な労働力を

確保できない可能性があるほか、社会保険、労働条件に係わる諸制度に変更がある場合、人件費の増加となり、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10)情報リスクについて

 当社は、店舗及び事務所等において、ネットワークを構築し、営業・財務・個人データ等の様々な会社情報をコン

ピューター管理しております。ＩＴ統制・ＩＴ業務管理規程等を設けて、厳正な情報管理を実施しておりますが、犯

罪行為やネットワーク障害、情報の漏洩・流出及びシステムの破壊・破損の発生等により営業活動に支障が生じた場

合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の

概要は次のとおりであります。

 

①経営成績の状況

 当社は消費者にとって価値のある商品づくり、人づくり、店づくりを目指し、「三代目茂蔵」のブランド力を強

化・確立することで、売上高及び利益の向上を図ってまいります。 

 当事業年度において、商品につきましては、①豆腐、豆乳、おから等を使用した「茂蔵オリジナル商品」、②それ

以外の厳選された「定番商品」、③協力工場等からの「本日のお買い得品」の３つに分類し、「茂蔵オリジナル商

品」を中心に専門性が高く利益率の良い高付加価値商品を開発・販売することで、のぼり型の「工場直売所」から、

のれん型の「豆腐専門店」へと、転換を進めております。また、既存商品につきましても、内容や価格の見直しを順

次行い、顧客単価の上昇と利益の改善に努めました。

 当事業年度の売上高は3,136,083千円（前事業年度比19.1％減）、営業利益は53,475千円（前事業年度は営業損失

70,252千円）、経常利益は55,209千円（前事業年度は経常損失68,861千円）、当期純利益は34,369千円（前事業年度

は当期純損失99,024千円）となりました。 

 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（小売事業）

 当セグメントにおきましては、「三代目茂蔵」ブランドの認知度向上を推し進めることによる新規顧客の獲得と既

存顧客のリピート率向上を目的とし、豆腐専門店としての認知度をより高めるため、７店舗の既存店舗においてリニ

ューアル改装を行いました。また、出店エリアの見直し等によるスクラップアンドビルドに取り組んでおり、店舗数

が前事業年度と比較して５店舗減少しております。出店につきましては条件や店舗形態等の見直しを行い、出店準備

を継続して進めております。

 これらより１店舗平均の顧客単価は、上記に記載した利益率の良い高付加価値商品や既存商品の価格の見直しが貢

献し、前事業年度比113.1％となりました。顧客数につきましては、「茂蔵オリジナル商品」を中心とした商品の品

質等の見直しによる改廃により一時的にアイテム数が減少したことや顧客単価の上昇等が要因となり、１店舗平均の

顧客数は前事業年度比90.1％となりました。

 以上の結果、小売事業の売上高は2,792,351千円（前事業年度比15.6％減）となりました。また、利益率の良い高

付加価値商品や既存商品の価格の見直しにより売上総利益率が改善しており、セグメント利益（営業利益）は

157,774千円（前事業年度比448.6％増）となりました。 

 

（その他事業） 

 その他事業は、小売加盟店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。 

 その他事業の売上高は343,732千円（前事業年度比39.9％減）、セグメント利益（営業利益）は34,978千円（前事

業年度比10.2％減）となりました。 

 

 なお、当事業年度の出店状況は、次のとおりであります。 

（単位：店）

 
前事業年度末 

店舗数
増加 減少

当事業年度末 

店舗数

小売事業 「三代目茂蔵」（直営店） 50 - 5 45

その他事業 「三代目茂蔵」（加盟店） 77 2 17 62

合計 127 2 22 107
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②財政状態の分析 

ａ．資産 

当事業年度末における資産の残高は、前事業年度末と比較して22,225千円減少し1,520,319千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加46,353千円、売掛金の減少15,760千円、有形固定資産の減少9,662千円、

敷金及び保証金の減少29,116千円等によるものであります。

ｂ．負債 

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末と比較して56,543千円減少し393,643千円となりました。

これは主に、買掛金の減少115,586千円、未払金の減少38,237千円、長期借入金の増加（１年内返済予定の長期

借入金を含む）96,666千円等によるものであります。

ｃ．純資産 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して34,318千円増加し1,126,675千円となりまし

た。これは主に、当期純利益の計上34,369千円等によるものであります。

 

③キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して46,353千円増加し

477,340千円となりました。

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、61,350千円（前事業年度は103,175千円の支出）となりました。これは主に、

増加要因として、税引前当期純利益51,764千円、減価償却費及びその他の償却費36,770千円、売上債権の減少額

15,770千円、減少要因として、仕入債務の減少額115,586千円、未払金の減少額44,525千円等によるものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、11,104千円（前事業年度は15,216千円の支出）となりました。これは主に、増

加要因として、敷金及び保証金の回収による収入29,116千円、リース債権の回収による収入5,474千円、減少要因

として、有形固定資産の取得による支出20,249千円、無形固定資産の取得による支出3,490千円等によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、96,601千円（前事業年度は34,986千円の支出）となりました。これは長期借入

れによる収入100,000千円等によるものであります。

 

④生産、受注及び販売の実績 

ａ．生産実績

 該当事項はありません。

 

ｂ．仕入実績

 当事業年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当事業年度

(自 2018年10月１日

 至 2019年９月30日)

前年同期比(％)

小売事業(千円) 1,827,372 79.6

その他事業(千円) 269,100 60.2

合計(千円) 2,096,472 76.4

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．金額は、仕入価格で記載しております。

 

ｃ．受注実績

 該当事項はありません。
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ｄ．販売実績 

  当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当事業年度

(自 2018年10月１日

 至 2019年９月30日)

前年同期比(％)

小売事業(千円) 2,792,351 84.4

その他事業(千円) 343,732 60.1

合計(千円) 3,136,083 80.9

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売実績総額に対する割合が、100分の10以上に該当する相手先はありません。

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 注記事項（重

要な会計方針）」をご参照下さい。

 

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．売上高

当事業年度における売上高は、前事業年度と比較して742,726千円減少し、3,136,083千円となりました。主力

事業である小売事業におきましては、「茂蔵オリジナル商品」を中心に高利益率及び高単価の高付加価値商品を

開発・販売したこと及び既存商品の販売価格を見直した結果、１店舗平均の売上高は前事業年度比101.3％とな

りましたが、前事業年度の第３四半期会計期間から当事業年度の第１四半期会期間にかけて、不採算店舗等を閉

店したことにより店舗数が減少したことことから、小売事業の売上高は前事業年度比15.6％減、514,627千円の

減少となりました。また、その他事業におきましても、前事業年度の第４四半期会計期間におきまして加盟店の

セーブオンがローソンへと業態変更したことにより取引が終了となったこと及び当事業年度において15店舗減少

したこと等が要因となり、前事業年度比39.9％減、228,098千円の減少となりました。

ｂ．売上原価及び売上総利益 

当事業年度における売上原価は2,099,209千円となり、売上総利益は前事業年度より50,907千円減の1,036,873

千円、対売上高比33.1％となり、前事業年度の28.0％から5.1ポイントの上昇となりました。当事業年度におい

て、上記ａ．に記載のとおり、利益率の良い高付加価値商品を開発・販売したこと及び既存商品の販売価格を見

直したことが主な要因となっております。

ｃ．販売費及び一般管理費及び営業利益

当事業年度における販売費及び一般管理費は983,398千円となり、前事業年度と比較し174,634千円の減少、対

売上高比は29.9％から31.4％となりました。セーブオンとの取引終了による運賃等の減少及び不採算店舗を閉店

したことによる店舗経費の減少等が要因となりました。この結果、前事業年度の営業損失70,252千円から営業利

益53,475千円となり、対売上高比は△1.8％から1.7％となりました。

ｄ．当期純利益 

当期純利益につきましては、前述のａ．～ｃ．が主な要因となったこと、特別損失として、既存店舗のリニュ

ーアル改装等による固定資産除却損2,304千円の計上や小売事業である直営店舗２店舗について減損損失1,373千

円を計上したこと及び法人税、住民税及び事業税17,395千円を計上した結果、前事業年度の当期純損失99,024千

円から当期純利益34,369千円となりました。
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③経営成績に重要な影響を与える要因について 

 「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照下さい。

④資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・

フローの状況」をご参照下さい。

 当社の資金需要の主なものは、商品の仕入れ、販売費及び一般管理費に係る運転資金、新規出店及び既存店舗のリ

ニューアル改装に係る設備投資であります。

 資金につきましては、主に営業活動によって得られる資金によって賄っておりますが、当事業年度において設備投

資資金として金融機関より100,000千円の資金調達を行いました。今後につきましても必要な都度、主に金融機関か

ら調達する方針であります。

 

⑤経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗状況

 当事業年度の売上高営業利益率は1.7％となり、前事業年度の△1.8％から改善いたしました。引き続き、売上高営

業利益率５％以上を目指し、収益力の向上と経営効率の改善に努めてまいります。 

 

４【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

 特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は、26,787千円であります。

 その主なものは、小売事業のモデル強化のための「三代目茂蔵」直営店における既存店のリニューアル改装等によ

るものであります。

 

２【主要な設備の状況】

 2019年９月30日現在における主な事業所の設備、帳簿価額並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数
(人) 建物及び

構築物 

機械及び
装置及び
車両運搬

具 

工具、器
具及び備

品 

土地 
(面積㎡) 

合計 

本社 

(埼玉県春日部市) 

全社 

－ － － － 
11,913 

（275.74） 
11,913 － 

本社機構 

(埼玉県越谷市) 
本社業務設備 3,900 2,838 3,926 － 10,665 13 

その他 製造設備 5,521 1,628 744 
5,362 

（394.71） 
13,257 － 

小山工場 

(栃木県小山市) 
小売事業 

及び 

その他事業 

貸与資産 55,675 － － 
172,694 

（8,869.60） 
228,370 － 

水海道工場 

(茨城県常総市） 
貸与資産 3,637 － － 

373,000 

（17,253.31） 
376,637 － 

松伏店他９店 

(埼玉県) 

小売事業 

店舗設備 7,754 － 3,779 － 11,533 － 

北千住店他17店 

(東京都) 
店舗設備 13,057 － 4,237 － 17,295 1 

大船店他14店 

(神奈川県) 
店舗設備 11,101 － 2,759 － 13,861 1 

船橋店 

(千葉県) 
店舗設備 878 － 61 － 939 1 

イーアスつくば店 

(茨城県) 
店舗設備 78 － 0 － 78 1 

合計 101,606 4,467 15,507 
562,970 

（26,793.36） 
684,552 17 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．本社は登記上の本店所在地ですが、実際の本社業務は本社機構で行っております。

３．小山工場及び水海道工場の建物及び構築物並びに土地につきましては、外部協力会社に賃貸しておりま

す。

４．本社機構、小売事業の店舗につきましては、建物を賃借しております。

５．本社機構、小売事業の店舗における建物及び構築物は、賃借物件に係る内装設備であります。

６．「その他」の土地は、庄和工場(遊休)土地(埼玉県春日部市394.71㎡)5,362千円であります。

７．従業員数は、臨時雇用者を含んでおりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在発行数(株) 

(2019年９月30日) 
提出日現在発行数(株) 

(2019年12月19日) 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 14,436,600 14,436,600 
東京証券取引所 

(市場第二部) 

単元株式数 

100株 

計 14,436,600 14,436,600 － － 

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 2014年４月１日

(注)
14,292,234 14,436,600 － 1,000,000 － 120,340

(注)  株式分割（１：100）によるものであります。

 

（５）【所有者別状況】

              （2019年９月30日現在） 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

(株) 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 金融商品取
引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数(人) － 1 23 33 17 10 7,235 7,319 － 

所有株式数

（単元) 
－ 306 11,994 9,870 2,142 103 119,936 144,351 1,500 

所有株式数の

割合(％) 
－ 0.21 8.31 6.84 1.48 0.07 83.09 100.0 － 

(注) 自己株式278,800株は、「個人その他」に2,788単元を含めて記載しております。
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（６）【大株主の状況】

    （2019年９月30日現在） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合(％) 

樽見 茂 千葉県南房総市 3,029,900 21.40 

株式会社鈴木物産 東京都足立区鹿浜８-18-２ 373,000 2.63 

株式会社ハギワラ 東京都足立区六木４-３-19 350,000 2.47 

篠崎屋取引先持株会 埼玉県越谷市千間台西１-13-５ 328,800 2.32 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社 
東京都千代田区丸の内２-５-２ 289,300 2.04 

樽見 登美子 千葉県南房総市 289,000 2.04 

樽見 浩 埼玉県春日部市 261,300 1.84 

篠崎屋役員持株会 埼玉県越谷市千間台西１-13-５ 256,900 1.81 

ＪＰモルガン証券株式会社 
東京都千代田区丸の内２-７-３東京ビル

ディング 
237,500 1.67 

喜多村 靖郎 東京都練馬区 209,700 1.48 

計 － 5,625,400 39.73 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        （2019年９月30日現在） 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式(自己株式等)   － － － 

議決権制限株式(その他)   － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 278,800 － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,156,300 141,563 － 

単元未満株式 普通株式 1,500 － － 

発行済株式総数   14,436,600 － － 

総株主の議決権   － 141,563 － 

 

②【自己株式等】

        （2019年９月30日現在） 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 
（％） 

株式会社篠崎屋 
埼玉県春日部市赤沼

870番地１ 
278,800 － 278,800 1.93 

計 － 278,800 － 278,800 1.93 
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他

（－） 
－ － － －

保有自己株式数 278,800 － 278,800 －

 

３【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題とし、業績及びその時点での経営状況に応じた成果の配分を配当

として実施することを目指すとともに、将来の事業展開に備えて財務体質の強化を図ることに努めることとしており

ます。

 なお、当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この期末配当の決定機関は株

主総会であります。また当社は「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として中間配当をすることができ

る。」旨を定款に定めております。 

 当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の経営環境等を勘案し、誠に遺憾ながら無配

とさせていただきます。 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は「いいものを安く」をモットーに高品質な商品を適正価格で販売し、人々の健康と幸せな生活を支え

る、社会貢献のできる企業であり続けることを企業理念として掲げ、企業価値を継続的に向上させるために、コ

ーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題としております。

 当社は透明性の高い情報開示を行い、多くのステークホルダーの理解を得て、法令や開示ルールに従うだけで

はなく、社会への貢献や市場の要請に応えて、企業の社会性を重視し、消費者、株主、取引先、従業員等のステ

ークホルダーの利益の拡大を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．コーポレート・ガバナンス概要図 

 

ロ．企業統治の体制の概要 

ａ．当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、取締役社長 関根雅之を議長とし、

毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。構成員につきまして

は、（２)役員の状況 ① 役員一覧 をご参照下さい。取締役会では、当社の経営に関わる重要事項の

審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行っております。取締役会は、当社として達

成すべき目標を明確化するとともに、業績や事業を取り巻く環境の変化を定期的に報告させ、各取締役の

業務執行を監督しております。

ｂ．当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役１名、社外監査役２名で構成され、常勤監査

役 沼嵜昭宏を議長とし、毎月の定例監査役会のほか、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務

及び財産の状況調査、常勤監査役による代表取締役や各取締役との対話を通じて、経営に対する監視を行

っております。構成員につきましては、（２)役員の状況 ① 役員一覧 をご参照下さい。
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ｃ．当社は、代表取締役及び取締役社長直轄の組織として2004年12月に内部監査部１名を設置しております。

内部監査部は、監査役会への出席等、監査役会と連携を図るとともに、内部監査部として法令、諸規程の

遵守状況の調査及び指導、その他契約書の精査等を通じてリスクマネジメントに努めております。 

ハ．前項記載の企業統治の体制を採用する理由 

 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、

経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十

分な監視機能を発揮するために、社外監査役２名は、それぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な

経営監視を行っております。また、社外監査役２名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有するため選任して

おります。これらの体制により、監査役設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しておりま

す。 

 

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

 当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題

であるとの認識から、2006年５月15日開催の取締役会において内部統制システム構築に関する基本方針を決定し

推進しております。

イ．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 倫理規程、コンプライアンス管理規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し統括責任者に

管理グループ長を選任し、その指揮の下、全社的コンプライアンス体制の構築及び向上を推進しております。

また、コンプライアンスを当社のあらゆる企業活動の前提とすることを、取締役及び使用人が自らの問題とし

て捉え、職務を執行するよう教育・研修を実施しております。

 内部監査部門は、各部門の職務執行に係るコンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的に取締

役会及び監査役会に報告されるものとしております。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

 取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程の定めに従い、文書又は電磁的媒体に記録し保存するととも

に、取締役及び監査役が、必要な情報を速やかに入手できる体制を整備しております。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、組織横断的リスク状

況の監視並びに全社的対応は管理グループが行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は部門担当者が行う

こととし、規則・ガイドラインの制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとしており

ます。また、内部監査部門は各部署ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報告するものと

しております。

 新たに生じたリスクについては、速やかに当該リスクに対する管理体制の整備を行うものとしております。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、各業務担当取締役は、当該目

標の達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を定めるものと

しております。業務運営の結果については、取締役会において定期的に検証・分析され、効率化を阻害する要

因の排除・低減策の実施を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現するシステム

の構築及び改善を図るようにしております。

ホ．当社における業務の適正を確保するための体制 

ａ．当社における内部統制の構築を目指し、当社の内部統制に関する各担当部署を定めるとともに、部門間で

の内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制の

構築を推進しております。

ｂ．当社取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しておりま

す。

ｃ．内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果をａ．の各担当部署及びｂ．の責任者に報告し、

ａ．の担当部署は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行うものとしておりま

す。
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ヘ．監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて、監査役と協議の上、同使

用人を配置することができるものとしております。この場合、監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該

使用人は、その命令に関して取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとし、また、当該使用人の任

命・解任、評価、人事異動、賃金の改定等については、監査役の同意を得た上で決定するものとしておりま

す。

ト．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実

施状況等につき、すみやかに報告するものとしております。

チ．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の

執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役と代表取締役との間で、随時意見交換を実施するとともに、必要に応じ各業務担当取締役及び重要な

使用人からの意見聴取の機会を設けるものとしております。

 

④ 責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役、監査役及び会計監査人監査法人アヴァンティアとは、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

 

⑤ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

 当社は、倫理規程において、暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち

向かい、一切の関係を遮断することを遵守事項として定めております。 

 

⑥ 取締役の定数 

 当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

イ．自己の株式の取得 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、経営環境の変化に対応した、より機動的な資本政策を遂行で

きるように、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。 

ロ．中間配当 

 当社は、会社法第454条第５項の規定により、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議に

よって毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

 

⑨ 株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。 
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（株） 

取締役会長 

（代表取締役） 
樽見 茂 

1963年５月

27日生 

 
1987年１月 有限会社篠崎屋食品(現当社)設立 

  代表取締役社長 

2016年４月 当社代表取締役 

2016年12月 当社代表取締役会長(現任) 
 

(注)３ 3,029,900 

取締役社長 

商品開発グループ長 
関根 雅之 

1965年１月

６日生 

 
1993年11月 当社入社 

2006年４月 当社商品開発部長兼卸事業部長 

2011年10月 当社商品開発グループ長兼商品開

発部長 

2011年12月 当社取締役商品開発グループ長兼

商品開発部長 

2016年４月 当社取締役社長兼商品開発グルー

プ長(現任) 
 

(注)３ 24,100 

取締役 

管理グループ長兼経営企画部長兼Ｉ

Ｒ室長 

矢立 実 
1964年１月

16日生 

 
2000年９月 当社入社 

  当社取締役営業本部長 

2008年６月 当社取締役営業本部長兼小売事業

部長 

2009年８月 当社取締役営業本部長兼外食事業

部長 

2010年10月 当社取締役営業本部長兼第二営業

部長 

2011年10月 当社取締役営業グループ長兼外販

営業部長 

2013年12月 当社取締役管理グループ長 

2014年２月 

 

当社取締役管理グループ長兼 

経営企画部長兼ＩＲ室長(現任) 
 

(注)３ 79,800 

取締役 永田 淳一 
1964年３月

11日生 

 
1987年４月 山種証券株式会社入社 

（現：ＳＭＢＣフレンド証券株式

会社） 

1994年４月 株式会社セブン-イレブン・ジャ

パン入社 

2007年１月 株式会社バリュークリエイション

設立 

代表取締役社長(現任) 

2015年12月 当社取締役(現任) 
 

(注)１、３ － 

監査役(常勤) 沼嵜 昭宏 
1963年４月

26日生 

 
1987年４月 和光証券株式会社入社 

（現：みずほ証券株式会社） 

2004年６月 当社入社 

2004年12月 当社経営企画部長兼ＩＲ室長 

2012年12月 当社経営企画部長兼内部監査部長

兼ＩＲ室長 

2014年２月 当社監査役(現任) 
 

(注)４ 10,000 

監査役 佐藤 洋 
1942年11月

５日生 

 
1985年５月 社会保険労務士佐藤事務所開業 

(現：社会保険労務士法人新創) 

1994年４月 労働保険事務組合しらこばと経営

労務センター会長(現任) 

2003年12月 当社監査役(現任) 

2012年４月 社会保険労務士法人新創 

代表社員(現任) 
 

(注)２、５ 15,000 

監査役 為我井 道隆 
1954年２月

15日生 

 
1981年４月 為我井税務会計事務所入所 

1992年３月 税理士登録 

2000年12月 当社監査役(現任) 

2007年１月 為我井税務会計事務所所長(現任) 
 

(注)２、５ 7,000 

計 3,165,800 
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(注)１．取締役永田淳一は、社外取締役であります。 

２．監査役佐藤洋及び為我井道隆は、社外監査役であります。 

３．取締役の任期は2019年12月18日の定時株主総会から２年間であります。 

４．監査役の任期は2016年12月21日の定時株主総会から４年間であります。 

５．監査役の任期は2019年12月18日の定時株主総会から４年間であります。 

６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２

名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 
 

氏名 生年月日 略歴  所有株式数(株） 

平尾 広光 1965年11月３日生 

2001年１月 当社入社 

2003年８月 当社松伏工場長 

2007年３月 当社水海道工場マネージャー 

2009年８月 当社技術開発部長 

2016年４月 当社商品開発グループ技術開発長(現任) 

13,000 

小河原 健 1970年９月９日生 

1994年４月 株式会社サンワ入社 

1999年３月 株式会社ホットランド入社 

2001年８月 当社入社 

2008年４月 株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ設立 

代表取締役社長（現任） 

2010年５月 有限会社共栄社 

代表取締役会長（現任） 

2013年３月 式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ ＪＡＰＡＮ 

取締役（現任） 

3,500 

 
 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。

 社外取締役の永田淳一氏は、主に食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係

又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外監査役の佐藤洋氏は、主に社会保険労務士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しておりま

す。当社と同氏が代表社員である社会保険労務士法人新創との間には「業務委託契約」がありますが、その取引

額は僅少であり、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外監査役の為我井道隆氏は、主に税理士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当

社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ

ります。 

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

ありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員

としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役及び社外監査

役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じ

る恐れがなく、独立性を有するため選任しております。 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係 

 社外取締役は、取締役会において内部統制及び会計監査の状況など、重要事項の報告を受けることにより情報

を共有し、必要に応じて都度、発言を行っております。

 社外監査役は、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部

監査部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。ま

た、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査部と密に連携することで社内各部門からの十分な

情報収集を行っております。これらを通して社外監査役の独立した活動を支援しております。 
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（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況 

 当社の監査役会は３名のうち２名が社外監査役であり、それぞれ専門性があり、当社の経営をその専門的知識

や経験から監視、監査できる人材を選任しております。 

 各監査役は、取締役会出席に加え、その他重要会議への出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類の監査等

を通じて、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。なお、定例の監査役

会において、相互の職務状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。内部監査部

及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率

性の向上を遂行しております。 

 なお、常勤監査役の沼嵜昭宏氏は、長年、経営企画部門に在籍しており、企業会計・財務等に関する豊富な専

門的知見を有しております。また社外監査役の為我井道隆氏は、税理士の資格を有しております。 

 

② 内部監査の状況 

 当社の内部監査体制は、代表取締役及び取締役社長直属の「内部監査部」（１名）を設置し、法令遵守、内部

統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、各部門などの監査を実施

し、チェック・指導する体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の

上実行するほか、監査役会及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にし

て、監査の実効性と効率性の向上を行っております。 

 

③ 会計監査の状況 

ａ．監査法人の名称

 監査法人アヴァンティア

 

ｂ．業務を執行した公認会計士

 木村 直人 

 藤田 憲三 

 

ｃ．監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士  ４名 

 その他    ４名

 （注）その他は、公認会計士試験合格者等であります。

 

ｄ．監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針は特に定めてはおりませんが、監査法人としての独立性、品質管理体制及び専門性を備

えており、当社の事業内容への理解度等を勘案した結果、監査法人アヴァンティアを会計監査人として選定し

ております。

 

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中における半期毎の事業所往査に

立ち会うとともに、その結果について監査役会にて報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図ってお

り、監査法人アヴァンティアによる会計監査が適正に行われていると評価しております。
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④ 監査報酬の内容等 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬 

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報酬 
（千円） 

非監査業務に基づく報酬 
（千円） 

監査証明業務に基づく報酬 
（千円） 

非監査業務に基づく報酬 
（千円） 

20,000 － 20,000 － 

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（aを除く） 

 該当事項はありません。 

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、監査日数、人員数、規模及び内容等

を勘案して決定しております。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切

であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行ってお

ります。

 

（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、2003年12月18日

開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内（定款で定める取締役の員数は

７名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は４名。）、監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内（定款で

定める監査役の員数は４名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は３名。）と決議いただいております。 

 当社の取締役の報酬等の額は、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役職に応じた報酬、また

会社の業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監

査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、役員持株会を設

け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって企業業績への役員の責任を明確化するとと

もに、業績向上への貢献を促進しております。

 なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は基本報酬のみであります。 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分 
報酬等の総額
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数
（名） 基本報酬 

ストック 
オプション 

賞与 退職慰労金 

取締役 

（社外取締役を除く） 
48,559 48,559 － － － 3 

監査役 

（社外監査役を除く） 
7,200 7,200 － － － 1 

社外役員 4,680 4,680 － － － 3 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

 

（５）【株式の保有状況】

 該当事項はありません。 
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年10月１日から2019年９月30日ま

で）の財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表について 

  当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。 
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(2018年９月30日) 

当事業年度 
(2019年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 430,987 477,340 

売掛金 90,038 74,277 

リース債権 5,474 5,474 

商品 39,731 36,816 

貯蔵品 1,413 785 

前払費用 28,934 27,311 

その他 8,322 12,469 

貸倒引当金 △40 △30 

流動資産合計 604,863 634,445 

固定資産    

有形固定資産    

建物 512,654 523,715 

減価償却累計額 △413,212 △428,186 

建物（純額） 99,442 95,528 

構築物 59,768 59,768 

減価償却累計額 △52,657 △53,690 

構築物（純額） 7,110 6,077 

機械及び装置 4,547 4,547 

減価償却累計額 △2,511 △2,918 

機械及び装置（純額） 2,035 1,628 

車両運搬具 7,730 7,730 

減価償却累計額 △3,473 △4,891 

車両運搬具（純額） 4,256 2,838 

工具、器具及び備品 219,245 190,330 

減価償却累計額 △200,846 △174,822 

工具、器具及び備品（純額） 18,399 15,507 

土地 ※１ 562,970 ※１ 562,970 

有形固定資産合計 694,215 684,552 

無形固定資産    

ソフトウエア 10,212 8,441 

電話加入権 439 439 

無形固定資産合計 10,652 8,881 

投資その他の資産    

投資有価証券 30,166 30,093 

出資金 264 243 

破産更生債権等 196 186 

長期前払費用 5,034 2,658 

敷金及び保証金 167,829 138,712 

リース債権 17,618 12,143 

その他 11,911 8,598 

貸倒引当金 △208 △197 

投資その他の資産合計 232,813 192,439 

固定資産合計 937,681 885,873 

資産合計 1,542,544 1,520,319 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年９月30日) 
当事業年度 

(2019年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 287,538 171,951 

1年内返済予定の長期借入金 － 20,004 

未払金 95,573 57,336 

未払費用 42,133 37,013 

未払法人税等 16,382 24,457 

預り金 6,047 3,314 

その他 1,161 677 

流動負債合計 448,836 314,753 

固定負債    

長期借入金 － 76,662 

繰延税金負債 50 28 

長期預り保証金 1,300 2,200 

固定負債合計 1,350 78,890 

負債合計 450,187 393,643 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金    

資本準備金 120,340 120,340 

その他資本剰余金 106 106 

資本剰余金合計 120,446 120,446 

利益剰余金    

利益準備金 17,094 17,094 

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 △4,403 29,965 

利益剰余金合計 12,690 47,059 

自己株式 △40,896 △40,896 

株主資本合計 1,092,241 1,126,610 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 115 64 

評価・換算差額等 115 64 

純資産合計 1,092,357 1,126,675 

負債純資産合計 1,542,544 1,520,319 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2017年10月１日 
 至 2018年９月30日) 

当事業年度 
(自 2018年10月１日 

 至 2019年９月30日) 

売上高 3,878,810 3,136,083 

売上原価    

商品期首たな卸高 88,154 39,731 

当期商品仕入高 2,743,164 2,096,472 

合計 2,831,318 2,136,204 

他勘定振替高 ※１ 557 ※１ 178 

商品期末たな卸高 39,731 36,816 

売上原価合計 2,791,029 2,099,209 

売上総利益 1,087,780 1,036,873 

販売費及び一般管理費 ※２ 1,158,032 ※２ 983,398 

営業利益又は営業損失（△） △70,252 53,475 

営業外収益    

受取利息 216 210 

受取配当金 － 7 

未払配当金除斥益 441 430 

受取保険金 3 1,505 

助成金収入 150 － 

償却債権取立益 300 － 

その他 287 110 

営業外収益合計 1,399 2,264 

営業外費用    

支払利息 － 126 

和解金 － 400 

その他 8 2 

営業外費用合計 8 529 

経常利益又は経常損失（△） △68,861 55,209 

特別利益    

固定資産売却益 ※３ 99 ※３ 229 

債務保証損失引当金戻入額 1,525 － 

その他 － 2 

特別利益合計 1,624 232 

特別損失    

固定資産除却損 ※４ 457 ※４ 2,304 

減損損失 ※５ 2,252 ※５ 1,373 

店舗閉鎖損失 9,122 － 

その他 － 0 

特別損失合計 11,832 3,677 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △79,068 51,764 

法人税、住民税及び事業税 19,955 17,395 

法人税等合計 19,955 17,395 

当期純利益又は当期純損失（△） △99,024 34,369 
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日）

              (単位：千円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 
その他資本剰
余金 

資本剰余金合
計 利益準備金 

その他利益剰
余金 利益剰余金合

計 
 

繰越利益剰余
金 

当期首残高 1,000,000 120,340 106 120,446 13,554 133,554 147,109 

当期変動額              

剰余金の配当         3,539 △38,933 △35,394 

当期純損失（△）           △99,024 △99,024 

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

             

当期変動額合計 － － － － 3,539 △137,958 △134,419 

当期末残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 △4,403 12,690 

 

     

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 その他有価証

券評価差額金 
評価・換算差
額等合計 

当期首残高 △40,896 1,226,660 150 150 1,226,811 

当期変動額          

剰余金の配当   △35,394     △35,394 

当期純損失（△）   △99,024     △99,024 

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

    △35 △35 △35 

当期変動額合計 － △134,419 △35 △35 △134,454 

当期末残高 △40,896 1,092,241 115 115 1,092,357 
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当事業年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）

              (単位：千円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本準備金 その他資本剰
余金 

資本剰余金合
計 

利益準備金 

その他利益剰
余金 利益剰余金合

計 
 

繰越利益剰余
金 

当期首残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 △4,403 12,690 

当期変動額              

当期純利益           34,369 34,369 

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

             

当期変動額合計 － － － － － 34,369 34,369 

当期末残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 29,965 47,059 

 

     

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

当期首残高 △40,896 1,092,241 115 115 1,092,357 

当期変動額          

当期純利益   34,369     34,369 

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

    △50 △50 △50 

当期変動額合計 － 34,369 △50 △50 34,318 

当期末残高 △40,896 1,126,610 64 64 1,126,675 
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④【キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2017年10月１日 
 至 2018年９月30日) 

当事業年度 
(自 2018年10月１日 

 至 2019年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △79,068 51,764 

減価償却費及びその他の償却費 34,935 36,770 

減損損失 2,252 1,373 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △21 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △3,050 － 

受取利息及び受取配当金 △216 △218 

支払利息 － 126 

為替差損益（△は益） △0 2 

固定資産売却損益（△は益） △99 △229 

固定資産除却損 457 2,304 

店舗閉鎖損失 9,122 － 

売上債権の増減額（△は増加） 34,520 15,770 

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,178 3,544 

仕入債務の増減額（△は減少） △78,837 △115,586 

未払金の増減額（△は減少） △17,831 △44,525 

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,415 3,896 

その他 1,004 △10,530 

小計 △61,070 △55,556 

利息及び配当金の受取額 216 218 

利息の支払額 － △165 

法人税等の支払額 △42,321 △5,845 

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,175 △61,350 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △27,514 △20,249 

有形固定資産の売却による収入 392 230 

無形固定資産の取得による支出 △945 △3,490 

敷金及び保証金の差入による支出 △6,817 － 

敷金及び保証金の回収による収入 16,218 29,116 

リース債権の回収による収入 5,978 5,474 

その他 △2,529 23 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,216 11,104 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 － 100,000 

長期借入金の返済による支出 － △3,334 

配当金の支払額 △34,986 △64 

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,986 96,601 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △153,377 46,353 

現金及び現金同等物の期首残高 584,365 430,987 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 430,987 ※１ 477,340 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

 ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）及び2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物 ３年～38年

工具、器具及び備品 ２年～15年

(２)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

 なお、自社利用のソフトウエアの償却期間については社内における利用可能期間（５年）によっておりま

す。

(３)リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年９月30日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(４)長期前払費用

定額法

４．引当金の計上基準

貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。 

 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下、「税効果会計

基準一部改正」といいます。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しておりま

す。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会

計基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。

ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱

いに従って記載しておりません。 
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（貸借対照表関係）

※１．有形固定資産には以下の遊休固定資産が含まれております。 

 
前事業年度

（2018年９月30日）
当事業年度

（2019年９月30日）

土地 17,276千円 17,276千円

 

（損益計算書関係）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

販売費及び一般管理費 557千円 178千円

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度83.7％、当事業年度80.6％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は前事業年度16.3％、当事業年度19.4％であります。 

 販売費及び一般管理費の主なもの

 
 前事業年度 

（自 2017年10月１日 
  至 2018年９月30日） 

 当事業年度 
（自 2018年10月１日 

  至 2019年９月30日） 

雑給 371,168千円 312,247千円 

地代家賃 324,122 262,462 

減価償却費 20,377 22,926 

 

※３．固定資産売却益の内容 

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

工具、器具及び備品 99千円 229千円

 

※４．固定資産除却損の内容 

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

建物 305千円 100千円

機械及び装置 151 －

工具、器具及び備品 0 2,164

その他 － 39

計 457 2,304
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※５．減損損失 

前事業年度（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日） 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失（千円）

営業店舗 小売事業用６店舗 建物 2,252

 当社は、減損の兆候を判定するにあたっては、営業店舗及び本社、工場等の共用資産に分類し、それぞれにお

いて独立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。 

 当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物2,252千円であります。 

 なお、営業店舗の回収可能価額は、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスになると見込ま

れ、かつ、正味売却価額の見積りが困難であることから、備忘価額で評価しております。

 

当事業年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日） 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失（千円）

営業店舗 小売事業用２店舗 建物、長期前払費用 1,373

 当社は、減損の兆候を判定するにあたっては、営業店舗及び本社、工場等の共用資産に分類し、それぞれにお

いて独立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。 

 当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物1,096千円、長期前払費用276千円であります。 

 なお、営業店舗の回収可能価額は、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスになると見込ま

れ、かつ、正味売却価額の見積りが困難であることから、備忘価額で評価しております。 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式数        

普通株式 14,436,600 － － 14,436,600 

合計 14,436,600 － － 14,436,600 

自己株式        

普通株式 278,800 － － 278,800 

合計 278,800 － － 278,800 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額

 
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日

2017年12月20日 
定時株主総会

普通株式 35,394 2.5 2017年９月30日 2017年12月21日

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 
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当事業年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式数        

普通株式 14,436,600 － － 14,436,600 

合計 14,436,600 － － 14,436,600 

自己株式        

普通株式 278,800 － － 278,800 

合計 278,800 － － 278,800 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当支払額

該当事項はありません。 

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

現金及び預金勘定 430,987千円 477,340千円

現金及び現金同等物 430,987 477,340

 

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年９月30日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 製造設備（機械及び装置）について、所有権移転外ファイナンス・リース契約を締結しておりますが、同条

件により製造委託先へ転貸しているため、該当事項はありません。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 該当事項はありません。 

 

(3）支払リース料及び受取リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 該当事項はありません。 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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２．転リース 

転リース取引に該当し、かつ利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

（単位：千円）

 
前事業年度

（2018年９月30日）
当事業年度

（2019年９月30日）

リース債権 23,093 17,618

リース債務 － －
 
 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

 当社は、資金運用については短期的な預金等及び安全性の高い金融商品等に限定し、また、資金については

必要な都度、主に金融機関から調達する方針であります。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理

規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。なお、営業債権は、そのほとんどが１ヶ

月以内の入金期日であります。 

 投資有価証券は、発行体の信用リスクや価格変動リスク等に晒されておりますが、格付けの高い債券のみを

対象としているため、信用リスクは極めて僅少であります。 

 敷金及び保証金は、主に店舗等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、契約締結前に対象物件の権利関係等の確認を行っております。 

 リース債権は、製造設備の転リース取引に伴うものであり、製造委託先の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、定期的に製造委託先の財務状況等を把握しております。 

 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。借入金は金融機関

からの調達で設備投資を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利の変動により

業績に与える影響は軽微であり、市場金利の状況を把握することにより管理しております。 

 また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成す

るなどの方法により管理しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前事業年度（2018年９月30日） 

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 430,987 430,987 －

(2) 売掛金 90,038 90,038 －

(3) リース債権 23,093 23,093 －

(4) 投資有価証券      

   その他有価証券 30,166 30,166 －

 資産計 574,285 574,285 －

(1) 買掛金 287,538 287,538 －

(2) 未払金 95,573 95,573 －

 負債計 383,111 383,111 －
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当事業年度（2019年９月30日） 

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 477,340 477,340 －

(2) 売掛金 74,277 74,277 －

(3) リース債権 17,618 17,618 －

(4) 投資有価証券      

   その他有価証券 30,093 30,093 －

 資産計 599,330 599,330 －

(1) 買掛金 171,951 171,951 －

(2) 未払金 57,336 57,336 －

(3) 長期借入金（１年内返済予定の長期借

入金を含む）
96,666 95,994 671

 負債計 325,953 325,281 671

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) リース債権 

リース債権の時価は、元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた金

額とほぼ等しいと想定されることから、当該帳簿価額によっております。 

(4) 投資有価証券 

投資有価証券の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

負 債 

(1) 買掛金、(2) 未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(3) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定され

る方法によっております。 

 

 ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前事業年度

（2018年９月30日）
当事業年度

（2019年９月30日）

敷金及び保証金 167,829 138,712

 敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、契約等において退去日が確定していないため将来キャッ

シュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表に含めており

ません。 
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３．金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2018年９月30日） 

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 430,987 － － －

売掛金 90,038 － － －

リース債権 5,474 17,618 － －

投資有価証券        

 その他有価証券のうち満期があるも

の
       

  債券（社債） － － 30,166 －

合計 526,500 17,618 30,166 －

 

当事業年度（2019年９月30日） 

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 477,340 － － －

売掛金 74,277 － － －

リース債権 5,474 12,143 － －

投資有価証券        

 その他有価証券のうち満期があるも

の
       

  債券（社債） － － 30,093 －

合計 557,093 12,143 30,093 －

 

４．長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（2018年９月30日） 

該当事項はありません。

 

当事業年度（2019年９月30日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 20,004 20,004 20,004 20,004 16,650 －

合計 20,004 20,004 20,004 20,004 16,650 －
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

 前事業年度（2018年９月30日）

  種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券      

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 30,166 30,000 166

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 30,166 30,000 166

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券      

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 30,166 30,000 166

 

 当事業年度（2019年９月30日）

  種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券      

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 30,093 30,000 93

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 30,093 30,000 93

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券      

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 30,093 30,000 93

 

２．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

 該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

 該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2018年９月30日）
 

当事業年度
（2019年９月30日）

繰延税金資産     

貸倒引当金 216,304千円   213,536千円 

投資有価証券評価損 152,560   137,360 

減損損失 56,546   51,387 

税務上の繰越欠損金（注） 108,253   115,640

その他 1,873   1,867

繰延税金資産小計 535,537   519,793

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） －   △115,640

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 －   △404,152

評価性引当額小計 △535,537   △519,793

繰延税金資産合計 －   －

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 50   28

繰延税金負債合計 50   28

繰延税金負債の純額 50   28

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

当事業年度（2019年９月30日）  

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金(※)
42,850 2,817 － － 12,929 57,044 115,640 

評価性引当額 △42,850 △2,817 － － △12,929 △57,044 △115,640 

繰延税金資産 － － － － － － － 

 
(※)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  前事業年度
（2018年９月30日）

  当事業年度
（2019年９月30日）

法定実効税率 －％   30.4％

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目 －   0.0

住民税均等割 －   33.6

評価性引当額の増減額 －   △30.4

その他 －   0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －   33.6

（注）前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
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（持分法損益等）

 該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

 当社は、本社機構及び店舗の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、

当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において退去等も予定されていないことから、資産

除去債務を合理的に見積もることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

 

（賃貸等不動産関係）

当社は、埼玉県に将来の使用が見込まれていない遊休不動産を有しております。 

賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

貸借対照表計上額    

  期首残高 17,276 17,276

  期中増減額 － －

  期末残高 17,276 17,276

期末時価 18,434 18,385

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、「三代目茂蔵」直営店による小売事業を中心に事業活動を展開しております。従いまして、当社は、

「小売事業」及び「その他事業」の２区分を報告セグメントとしております。なお、「その他事業」は、小売加盟

店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントごとの会計処理の方法は「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日） 

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

財務諸表 
計上額 
（注）２   小売事業 その他事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 3,306,979 571,831 3,878,810 － 3,878,810 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － 

計 3,306,979 571,831 3,878,810 － 3,878,810 

セグメント利益又は損失（△） 28,757 38,936 67,693 △137,945 △70,252 

セグメント資産 815,615 224,355 1,039,971 502,573 1,542,544 

その他の項目          

減価償却費 27,067 3,541 30,609 2,843 33,452 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 19,768 － 19,768 5,425 25,193 

（注）１．調整額の内容は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。全社費用

は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社資産であります。全社資産は主に報

告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門等に係る資産の増加額であります。

２．セグメント利益又は損失は損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

当事業年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日） 

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

財務諸表 
計上額 
（注）２   小売事業 その他事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 2,792,351 343,732 3,136,083 － 3,136,083 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － 

計 2,792,351 343,732 3,136,083 － 3,136,083 

セグメント利益 157,774 34,978 192,753 △139,277 53,475 

セグメント資産 772,648 193,125 965,774 554,544 1,520,319 

その他の項目          

減価償却費 29,030 2,878 31,908 2,762 34,671 

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 24,217 152 24,370 2,416 26,787 

（注）１．調整額の内容は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。全社費用は報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社資産であります。全社資産は主に報

告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門等に係る資産の増加額であります。

２．セグメント利益は損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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【関連情報】 

前事業年度（自  2017年10月１日  至  2018年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１) 売上高

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(２) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 損益計算書の売上高に占める割合が10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自  2018年10月１日  至  2019年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１) 売上高

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(２) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 損益計算書の売上高に占める割合が10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日）

        （単位：千円) 

  小売事業 その他事業 全社・消去 合計 

減損損失 2,252 － － 2,252 

 

当事業年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）

        （単位：千円) 

  小売事業 その他事業 全社・消去 合計 

減損損失 1,373 － － 1,373 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

 
１株当たり純資産額 77.16円

１株当たり当期純損失金額（△） △6.99円
 

 
１株当たり純資産額 79.58円

１株当たり当期純利益金額 2.43円
 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前事業年度においては１株当たり当期純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため、当事業年度においては潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自 2017年10月１日
至 2018年９月30日）

当事業年度
（自 2018年10月１日
至 2019年９月30日）

当期純利益金額又は当期純損失金額(△)

(千円)
△99,024 34,369

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期

純損失金額(△)(千円)
△99,024 34,369

 期中平均株式数(株) 14,157,800 14,157,800

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産              

建物 512,654 18,214 
7,154 

(1,096) 
523,715 428,186 20,930 95,528 

構築物 59,768 － － 59,768 53,690 1,033 6,077 

機械及び装置 4,547 － － 4,547 2,918 407 1,628 

車両運搬具 7,730 － － 7,730 4,891 1,417 2,838 

工具、器具及び備品 219,245 4,821 33,737 190,330 174,822 5,362 15,507 

土地 562,970 － － 562,970 － － 562,970 

有形固定資産計 1,366,916 23,036 
40,891 

(1,096) 
1,349,061 664,508 29,150 684,552 

無形固定資産              

ソフトウエア 92,877 3,750 58,027 38,600 30,158 5,521 8,441 

電話加入権 439 － － 439 － － 439 

無形固定資産計 93,317 3,750 58,027 39,040 30,158 5,521 8,881 

長期前払費用 56,579 － 
12,642 

(276) 
43,937 41,278 2,099 2,658 

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 小売事業用店舗 既存店店内リニューアル工事一式 14,041千円

建物 小売事業用店舗 既存店エアコン工事一式 4,173千円

工具、器具及び備品 小売事業用店舗 既存店店内リニューアル工事一式 2,838 千円

工具、器具及び備品 本社機構 事務機器 1,604 千円

ソフトウエア 本社機構 受発注ｗｅｂシステム改修 2,510 千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 小売事業用店舗 店舗閉店及び廃棄に伴う除却 2,097千円

建物
小売事業用店舗 既存店リニューアルに伴う既存設

備除却

3,578千円

建物 小売事業用店舗 減損損失 1,096千円

工具、器具及び備品 小売事業用店舗 店舗閉店及び廃棄に伴う除却 4,954 千円

工具、器具及び備品
小売事業用店舗 既存店リニューアルに伴う既存設

備除却

4,059 千円

工具、器具及び備品
本社機構及び小売事業用

店舗

廃棄に伴う除却 22,300 千円

工具、器具及び備品
本社機構及び小売事業用

店舗

売却 2,423 千円

ソフトウエア 本社機構 廃棄に伴う除却 58,027 千円

長期前払費用 小売事業用店舗 店舗閉店に伴う除却 12,366 千円

長期前払費用 小売事業用店舗 減損損失 276 千円

３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 － 20,004 0.7 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）
－ 76,662 0.7 2020年～2024年

合計 － 96,666 － －

  （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 20,004 20,004 20,004 16,650

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 248 － － 21 227

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権回収に伴う戻入額及び一般債権の貸倒実績率による戻入額であり

ます。

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 10,269

預金  

当座預金 1,381

普通預金 464,969

別段預金 720

小計 467,071 

合計 477,340
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ロ．売掛金 

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社升喜 21,511

株式会社イトーヨーカ堂 7,375

株式会社OPA 5,759

株式会社丸井 5,455

東武ビルマネジメント株式会社 3,475

その他 30,701

合計 74,277

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高 
(千円)

回収率(％) 滞留期間(日)

(A) (B) (C) (D)

 
(C) 

×100 
(A) ＋ (B) 

 

 
 (A) ＋ (D)  

  ２  

  (B)  

  365  
 

90,038 1,064,510 1,080,271 74,277 93.6 28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．商品 

区分 金額(千円)

商品  

加工前食材・包材類 9,263

デザート・菓子類 9,287

常温品 3,612

たれ・調味料類 5,288

総菜 3,458

その他 5,905

合計 36,816

 

ニ．貯蔵品 

区分 金額(千円)

貯蔵品  

店舗用備品 544

その他 240

合計 785
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② 固定資産 

イ．敷金及び保証金

区分 金額(千円)

店舗敷金 134,336

事務所敷金 4,376

合計 138,712

 

③ 流動負債

イ．買掛金

相手先 金額(千円)

株式会社ハギワラ 66,013

株式会社ジェーフーズ 41,453

株式会社鈴木物産 19,624 

株式会社高遠 13,106

有限会社相馬食品 3,995

その他 27,758

合計 171,951

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 864,394 1,644,078 2,451,542 3,136,083

税引前四半期（当期）純利益

（千円）
7,149 18,277 63,486 51,764

四半期（当期）純利益（千

円）
2,682 8,498 50,429 34,369

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
0.19 0.60 3.56 2.43

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

0.19 0.41 2.96 △1.13
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 事業年度末日から３ヵ月以内

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
３月31日 

９月30日

１単元の株式数 100株

公告掲載方法

電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告によ

る公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは

次のとおりであります。 

公告掲載URL http://www.shinozakiya.com

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 当社の単元株未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する

ことができない旨定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

   当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第32期) (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日)

2018年12月20日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年12月20日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第33期第１四半期) (自 2018年10月１日 至 2018年12月31日)

2019年２月５日関東財務局長に提出

(第33期第２四半期) (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)

2019年５月８日関東財務局長に提出

(第33期第３四半期) (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

2019年８月５日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2018年12月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。

 

- 49 -

2019/12/20 13:03:17／19527076_株式会社篠崎屋_有価証券報告書（通常方式）



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

2019年12月17日

株式会社篠崎屋 

取 締 役 会  御中 

 

 

監査法人アヴァンティア 

代 表 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士  木 村 直 人  印 

業務執行社員  公認会計士  藤 田 憲 三  印 

 

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社篠崎屋の2018年10月１日から2019年９月30日までの第33期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重

要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め、全体としての財務

諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社篠崎屋の2019年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社篠

崎屋の2019年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

 

内部統制報告書に対する経営者の責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに

ある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査

の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。 

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査

証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務

報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報

告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として

の内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、株式会社篠崎屋が2019年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

   

   

（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は 

  当社（有価証券報告書提出会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 

２． ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。 
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【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2019年12月19日 

【会社名】 株式会社 篠崎屋 

【英訳名】 SHINOZAKIYA,INC. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長  樽見 茂 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市赤沼870番地１  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役会長樽見茂は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実

施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を

整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年９月30日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その

結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され

た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点

について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を

決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、

当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に

決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業区分の当事業年度の売上見込みの金額が３分の２以上

に達する小売事業を対象事業区分にし、本社及び物流センターを重要な事業拠点としました。選定した重要な事業拠

点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、仕入高及び棚卸資産に至る業務プロセスを評

価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につい

て、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい

取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし

て評価対象に追加しました。

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、代表取締役会長樽見茂は、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有

効であると判断しました。

 

４【付記事項】

該当事項はありません。 

 

５【特記事項】

 該当事項はありません。 
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【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月19日

【会社名】 株式会社 篠崎屋

【英訳名】 SHINOZAKIYA,INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長  樽見 茂

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市赤沼870番地１

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役会長樽見 茂は、当社の第33期（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）の有価証券報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。
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